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議会運営委員会 

 

令和２年１０月２９日（木曜日）午後 １時３０分開会 

 

出席委員（６名） 

委 員 長 相 馬   剛 副 委 員 長 齊 藤 誠 之 

委 員 山 形 紀 弘 委 員 中 里 康 寛 

委 員 田 村 正 宏 委 員 鈴 木 伸 彦 

 

欠席委員（２名） 

委 員 眞 壁 俊 郎 委 員 玉 野   宏 

 

オブザーバー（２名） 

議 長 吉 成 伸 一 副 議 長 松 田 寛 人 

 

出席執行部 

産業観光部長 冨 山 芳 男   

 

出席議会事務局職員 

事 務 局 長 増 田 健 造 議 事 課 長 小 平 裕 二 

議事課長補佐
兼庶務係長 

印 南 恵 子 議事調査係長 佐々木 玲男奈 

主 査 鎌 田 栄 治   

 

議事日程 

  １．開 会 

  ２．挨 拶 

  ３．協議事項 

   ⑴議会基本条例第１１条に基づく計画等について 

   ⑵議会活動に係る事務事業評価について【取組№23】 

   ⑶内部研修の実施について【取組№18】 

   ⑷職員アンケートの結果について【取組№５】 

   ⑸議員間討議実施要綱の制定について【取組№８】 

   ⑹代表質問・一般質問のあり方について【取組№２】 
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   ⑺請願・陳情等の取扱いの方向性について 

   ⑻議会モニターの声の取扱いについて 

   ⑼市民アンケート（第２回）について 

   ⑽その他 

  ４．閉 会 
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開会 午後 １時３０分 

 

◎開会の宣告 

○相馬委員長 それでは皆さん、こんにちは。 

  本日、栃木県知事選が告示となりました。当地

域の投票率の向上が図られればいいかなというふ

うに期待するところでございます。 

  そうした中で、委員の皆様には様々な議員活動

でお忙しい中御出席いただきまして、ありがとう

ございます。 

  ただいまより議会運営委員会を開会いたします。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎挨拶 

○相馬委員長 さて、ここ数日、紅葉のニュースを

見聞きいたします。本来であれば食欲の秋、それ

から読書の秋、スポーツの秋と言われるところで

ございますが、会食やイベント開催については開

催しにくい状況が続いておりますが、新しい生活

様式を意識しながら、議会活動並びに議員活動を

進めていかなければいけないというふうに思って

おります。 

  本日は、令和元年度の事務事業評価など、次第

のとおり多くの協議事項がございます。委員の皆

様には、円滑な委員会運営に御協力いただきます

ようお願い申し上げて、御挨拶とさせていただき

ます。 

  協議に入る前に、眞壁委員と玉野委員から欠席

の連絡がございます。敬清会におかれましては、

代理出席者もなしとのことですので、御報告をさ

せていただきます。 

  また、本日、委員会終了後、前回協議いたしま

した日本生産性本部の地方議会評価モデルについ

て御説明をいただけますので、御承知いただけれ

ばというふうに思います。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎協議事項 

○相馬委員長 それでは、次第３の協議事項に入り

ます。 

  ⑴議会基本条例第11条に基づく計画等について

を議題といたします。 

  議会基本条例第11条に基づく計画、協定等につ

いて、執行部から内容の説明をいただいた上で、

議決または報告とするか決定いたします。 

  なお、協議案件については、執行部から報告と

して上がってきた案件について説明を求め、決定

を見たいと思います。 

  本日は、産業観光部から１件の案件がございま

す。 

  それでは、経営発達支援計画の認定申請を協議

いたします。 

  執行部から説明をお願いいたします。 

  部長。 

○冨山産業観光部長 それでは、経営発達支援計画

の認定申請について、御説明をさせていただきま

す。 

  １番の計画策定の目的及び背景についてでござ

いますけれども、経営発達支援計画につきまして

は、小規模事業者支援法に基づきまして、商工会

が関係市町と協働して経営発達支援事業について

の計画を作成し、国の認定を受けるものでござい

ます。 

  国の認定を受けた経営発達支援計画を策定した

商工会につきましては、国の補助金を申請するこ

とができる団体となります。よって、西那須野商

工会におきましては、令和元年度におきましても

補助を受けて事業を行ったというところでござい
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ます。 

  事業の内容としましては、経営診断とか、あと

は接客接遇セミナー、あとは先日行われましたに

しなすバル、そういったもののチラシ作成、そん

なものの補助に使われているものでございます。 

  このたび、西那須野商工会が策定している計画

が今年度で終了することから、計画を更新するも

のでございまして、地域における10年後の小規模

事業者のあるべき姿といたしまして、ブランド力

を強化して個店の独自性を高めている小規模事業

者、販路を切り開く疎水による開拓のまちならで

はの販路開拓支援を目標とした計画を策定するも

のでございます。 

  ２番の計画の概要ですけれども、地域の経済動

向または需給動向調査、経営状況分析などを行い

まして、事業者の事業計画の策定支援や実施支援

に関する事業などを定めております。 

  また、新たな需要の開拓や、ＩＴの活用に関す

るセミナーの実施などによりまして、集客力の向

上と売上げ増加につなげていこうとするものでご

ざいます。 

  ３番の計画期間でございますけれども、令和３

年４月１日から令和８年３月31日までの５年間の

計画でございます。 

  ４番、市民等への効果及び影響でございますけ

れども、地域における小規模事業者を支援するこ

とによりまして、独自性の高い商品、サービスを

提供することができるものと思っております。 

  市民参画及び内容ですけれども、パブリックコ

メント等は特に実施はする予定はございません。 

  ６番、総合計画上の位置づけでございます。基

本施策６の３、商工業を活性化させると。具体的

な施策、①地域経済を持続的に発展させるに該当

するものと思っております。 

  関係法令及び上位計画ですけれども、先ほど申

しました小規模事業者支援法に該当するものです。 

  上位計画の議決時期、上位計画につきましては、

特にございません。 

  議会への対応及び理由でございますけれども、

我々としましては議員全員協議会での報告にさせ

ていただければというふうに思っております。報

告時期としましては、令和２年11月を予定してい

るものでございます。 

  理由としましては、本計画につきましては、西

那須野商工会と本市が協議して発達支援事業の計

画を作成しておりますが、その内容につきまして

は、西那須野商工会が中心になりまして、地域産

業の現状と課題を取り上げ、今後５年間の取組方

針を定めたものでございます。 

  また、国の認定を受けることで国からの補助金

を受けられる計画であることから、議員全員協議

会での報告による対応とさせていただきたいと考

えているところでございます。 

  御審議の上、御決定くださいますようよろしく

お願いいたします。 

  説明については以上になります。 

○相馬委員長 説明が終わりました。 

  質疑はございますか。ございませんか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○相馬委員長 それでは、ここで議員間討議に入り

ます。 

  討議すべき点、あるいは委員からの御意見等は

ございますか。ございませんか。 

  中里委員。 

○中里委員 経営発達支援計画のことについてです

が、西那須野商工会が中心となって、市の役目と

しては、協働して計画を策定しながら国の補助を

受ける、そのための取組だということで、議決に

は値しないというふうに思います。だから、全員

協議会の報告でよろしいかというふうに思います。 
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  以上です。 

○相馬委員長 全員協議会での報告の案件としての

取扱いでよろしいのではないかという御意見でご

ざいますが、それについてほかに御意見ございま

すか。ございませんか。 

〔発言する人なし〕 

○相馬委員長 なければ、ここで議員間討議と併せ

て質疑も終了したいと思いますが、ほかに質疑は

ございませんか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○相馬委員長 執行部から御意見はございますか。 

○冨山産業観光部長 特にございません。 

○相馬委員長 ないようですので、議員間討議及び

質疑を終了したいと思いますが、異議ございませ

んか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○相馬委員長 異議ないものと認め、質疑を終了い

たします。 

  それでは、案件の取扱いについてお諮りいたし

ます。 

  本案件について、執行部提案のとおり報告とす

ることで異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○相馬委員長 異議がないものと認め、本案件につ

いては報告案件とすることに決しました。 

  以上で、⑴議会基本条例第１１条に基づく計画

等についてを終了といたします。 

  その他として、執行部から何かございますか。 

○冨山産業観光部長 特にございません。 

○相馬委員長 委員から何かございますか。 

〔「ないです」と言う人あり〕 

○相馬委員長 ないようですので、この後、議会側

の案件に入ります。執行部におかれましては、こ

こで御退席をお願いいたします。大変お疲れさま

でございました。 

  暫時休憩といたします。 

 

休憩 午後 １時３９分 

 

再開 午後 １時４０分 

 

○相馬委員長 休憩前に引き続き委員会を再開いた

します。 

  次に、⑵に入ります。 

  議会活動に係る事務事業評価について【取組№

23】でございます。 

  各会派から御意見をまとめていただいた資料が

ございます。取組ナンバー１から順に見ていきた

いと思います。 

  本日は、まず取組項目の段階評価を、各会派か

ら出ているものをすり合わせをしていただき、段

階評価については決定を見たいと。 

  その後、それを踏まえて次回、検証と課題の抽

出を行いたいと思いますので、本日段階評価につ

いて、各会派の意見を聞きながら決定を見たいと

思います。 

  まず、取組ナンバー１についてですが、評価と

してこのように記入がございます。段階評価とし

ましては、那須塩原クラブＢ、志絆の会がＢ、公

明クラブがＢ、敬清会がＢという評価をしてござ

います。 

  これについて、Ｂが…… 

〔「公明クラブがＡ」と言う人あり〕 

○相馬委員長 ごめんなさい、公明クラブがＡです

ね。 

  これについて、各会派から御意見をいただきた

いと思いますが、まず那須塩原クラブから、Ｂに

した理由、評価とその理由をお聞きしたいと思い

ますが。 

  中里委員。 
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○中里委員 那須塩原クラブでは、Ｂに評価した理

由としまして、会議、それから会議録の公開、こ

れらを達成している。 

  ですが、アウトカムについてはまだ未実施であ

るということで、取りあえずはＡとかＢというこ

とで評価しました。 

  以上です。 

○相馬委員長 ありがとうございます。 

  志絆の会、鈴木委員、お願いいたします。 

○鈴木委員 ちょっともう一つのほうがちょっと時

間がないので見られていないんですけれども、情

報公開というのが十分満たせて、そこだけ取れば

ほぼ100％だと思うんですけれども、そういう意

味で、アンケートがないというところをやろうと

しているところということでＢですね。 

  以上です。 

○相馬委員長 公明クラブさんはいかがでしょうか。 

  田村委員。 

○田村委員 目標値に対しては達成しているという

ことで、ＡでもいいんではないかということでＡ

にしました。 

○相馬委員長 分かりました。 

  ＢＢＡという回答でございますが、これについ

て市民にもたらす、アウトカムの部分が未実施で

あったということで、那須塩原クラブ、それから

志絆の会についてはＢという評価だったというこ

とですが、これについて、アウトカムの未実施に

ついては、公明クラブさんは、公表しなくても…

… 

○田村委員 そういうふうなことでＡとしましたけ

れども、やはり完璧ではないということですね。

そういう部分でまだ目指すべきところがあるとい

うことでは、別にＢでも構わないと思います。 

○相馬委員長 そうですか、はい、分かりました。 

  今、公明クラブさんのほうでＢに修正してもと

いうことでございますので、評価としましてはＢ

という評価をするということでよろしいでしょう

か。よろしいですか。 

〔「はい」と言う人あり〕 

○相馬委員長 では、Ｂという評価にしたいと思い

ます。 

  続きまして、取組ナンバー２、傍聴環境の整備

という点でございますが、これについても那須塩

原クラブＢ、志絆の会Ｂ、公明クラブＢ、敬清会

Ｂ……ごめんなさい、公明クラブがＡ、敬清会が

Ｂというふうな評価になっております。 

  これについて、那須塩原クラブから説明をお願

いできればと思います。 

○中里委員 那須塩原クラブでは、１、２、３、４、

６に関しては実施をしているので、おおむね達成

しているということで。⑤のバリアフリーの対応

が、やっぱり今未実施であるということで、その

ことからＢというふうに評価しました。 

  以上です。 

○相馬委員長 続きまして、志絆の会、鈴木委員、

御説明いただければと思いますが、お願いします。 

○鈴木委員 今、那須塩原クラブの話と同じで、ほ

ぼ実施していて、バリアフリーだけですよね。 

○相馬委員長 はい。 

○鈴木委員 なので、それ以外はかなり頑張ってや

っているというふうに評価していますので、そう

いったことでＢとしました。 

○相馬委員長 はい、ありがとうございます。 

  それでは、公明クラブのほうでＡとした理由に

ついて、御説明お願いします。 

○田村委員 バリアフリーは未実施なんですけれど

も、現実的にはちょっとバリアフリーに対応する

というのは、目標も設定としてはもちろんそうな

ってはいるんだけれども、無理というか、現実的

には。そういう中で、そこは入れないでＡという
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評価をしたんですけれども、やはり当然まだまだ

目指すべきところはあるということであれば、Ｂ

にしても構いません。 

○相馬委員長 分かりました。 

  おおむねＢという評価でオーケーということで

ございますので、Ｂという評価でよろしいでしょ

うか。 

〔「はい」と言う人あり〕 

○相馬委員長 ありがとうございます。 

  取組ナンバー２については、Ｂという評価にし

たいと思います。 

  続きまして、取組ナンバー３、議会報告会の開

催についてでございます。 

  これについても、段階評価としましては、那須

塩原クラブＢ、志絆の会Ｂ、公明クラブＡ、敬清

会Ｂというふうになってございます。 

  これについても、那須塩原クラブからＢの理由

について御説明いただければと思います。 

○中里委員 ①の議会報告会、それから②の議会フ

ォーラムについては実施はされておりますが、③

の研究調査、研究については、今現段階では調査

研究までは実施されているというところで、まだ

提言までにはいっていないというところで、Ｂと

いうふうな評価というふうにしました。 

  以上です。 

○相馬委員長 ありがとうございます。 

  続きまして、志絆の会、鈴木委員、お願いいた

します。 

○鈴木委員 那須塩原クラブとほぼほぼ同じ理由で

す。 

○相馬委員長 はい。 

  それでは、Ａと評価しました公明クラブさんの

ほうに御説明お願いします。 

○田村委員 やはりこう積極的に取り組んでいると

いうことで、評価できるということでＡにしまし

たけれども、Ｂでも構わないです。 

○相馬委員長 はい、分かりました。 

  政策提言というところまでということだったん

ですが、実績数はゼロ件ということになっており

まして、目標達成には至っていなかったのかなと

いうふうなところまではあろうかと思います。 

  今、公明クラブさんのほうでＢの評価でもとい

うことでよろしいということでございますので、

全体的な評価としましてはＢでしたいと思います

ので、よろしいでしょうか。 

〔「はい」と言う人あり〕 

○相馬委員長 続きまして、取組ナンバー４、政務

活動費の活用と使途の説明ということであります。 

  那須塩原クラブＡ、志絆の会Ｂ，公明クラブＡ、

敬清会Ａという評価でございます。 

  那須塩原クラブのほうから、Ａの評価について

の説明をお願いします。 

○中里委員 政務活動費の活用と使途の説明という

取組について、100％公開もされておりますし、

適切だというふうにも、我々のところはもう会派

できちんと会計をした上で、そして事務局でもき

ちんと見てもらっているというところで、適切な

というふうに感じています。単純に、ここではア

ウトプットが100％達成されておりますので、Ａ

という評価にしました。 

  以上です。 

○相馬委員長 続きまして、志絆の会、鈴木委員、

Ｂという評価でございますが、説明をお願いいた

します。 

○鈴木委員 100％にならなかった理由というのは、

多分会派報告書、視察行った後のこれが提言につ

ながっていったというところがよく分からないの

で、そこの部分を引いて90％であると、全体とし

て。 

  逆に言うと、ほかのことについてはもう、那須
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塩原市はほかの自治体と比べても十分実施してい

ると、そんなふうに思ったので。 

○相馬委員長 はい。 

○鈴木委員 だから、うちだけＢなんですよね。 

○相馬委員長 はい、そうです。 

○鈴木委員 うちだけＢの理由というのが、政策提

言につながっているかどうかというところはまだ

はっきりしていないと。100％で満点あげるとい

うのはなかなか、普通のことであっても、なかな

か満点というのは私はつけられないという、この

ような考え方しているので、かつ完璧ではないの

で、90点台のＢということで、皆さんがＡという

ふうであればＡで構いませんが。 

○相馬委員長 評価基準としましては、７割でＡな

んです。 

○鈴木委員 ７割でＡ。 

○相馬委員長 以上でＡということなので、90％と

いう提言であれば、Ａの評価でもよろしいのかな

と。 

○鈴木委員 失礼しました。それだと、では、Ａに

なりますね、そういうふうに言われたら。 

○相馬委員長 分かりました。 

  それでは、取組ナンバー４についてはＡ評価と

いうことでよろしいでしょうか。 

〔「はい」と言う人あり〕 

○相馬委員長 続きまして、取組ナンバー５、広聴

広報機能の充実というところに入ります。 

  これについても、那須塩原クラブＡの評価の内

容の説明をお願いいたします。 

○中里委員 那須塩原クラブでは、アウトプット及

びアウトカムにおいて全てが達成されているとい

うふうに評価したため、Ａとしました。 

  以上です。 

○相馬委員長 それでは、志絆の会Ｂという評価で

ございますが、御説明をお願いできればと思いま

す。 

○鈴木委員 私のその下の評価の元が、１から６は

実施しているので全体では90％と書いてあるんで

すけれども、その結果Ｂというのはおかしいので、

これはＡになりますね。 

○相馬委員長 分かりました。 

  公明クラブさん、御説明をお願いしてもよろし

いですか。 

○田村委員 これもやはりもうほとんど達成されて

いるということで、Ａでいいと思います。 

○相馬委員長 分かりました。 

  それでは、おおむねＡという意見で統一される

かと思いますので、Ａでよろしいでしょうか。 

〔「はい」と言う人あり〕 

○相馬委員長 ありがとうございます。 

  続きまして、取組ナンバー６、請願・陳情に関

わる意見聴取の実施についてということでござい

ます。 

  これについては、ＢからＥまで意見が分かれる

ところでございますが、那須塩原クラブＥとした

理由について伺います。 

○中里委員 那須塩原クラブでは、アウトプット、

それからアウトカムにおいて、全て未実施である

ことから、Ｅという評価をしました。 

  以上です。 

○相馬委員長 続きまして、Ｂと評価されました志

絆の会、御説明をお願いいたします。 

○鈴木委員 全体評価70％なので、これもそうする

とＡなのかなと思うんですが、多分ＢはＢという

ことにしておきます。 

  理由は、実施をあまりしていないんですけれど

も、ただ、それほど重要なものがなくての説明が

ないということだと思うので、やり方としては、

議会としての方針としてはある程度できていると

思うのでＢということで。具体的にあったかどう
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かじゃなくて、案件がなかったんじゃないかなと

いうことで、なくてもＢというふうに判断しまし

た。 

○相馬委員長 続いて、Ｃと評価されました公明ク

ラブさんのほうで御説明をお願いいたします。 

○田村委員 今の鈴木委員がおっしゃったことと同

じようなことなんですが、だから、どこに評価を

高くするかというのは難しいところなんですけれ

ども、Ｃが妥当かなということでＣにしました。 

○相馬委員長 妥当かなということですか。 

  アウトプットについて、一応目標値は掲げてお

りました。実績値はゼロ、実施率もゼロパーセン

トということになっておりますが、参考人制度に

ついてのガイドラインというところを、今年度、

令和２年度にまとめているところでございまして、

これの令和元年度については、そこの評議をして

いたということはございましたので、具体的な実

施するためのガイドラインではなかったというこ

ともあったのかもしれませんが、未実施だったと

いうことになります。 

  そうした中で今、Ｂ、Ｃ、Ｅという評価をいた

だいておりますので、ちょっとこれをすり合わせ

するのが今の時点で難しいので、一番最後に回し

ます。すみません。 

〔「ちなみに」と言う人あり〕 

○相馬委員長 鈴木委員。 

○鈴木委員 そう言ったんですけれども、ＢはＣで

結構です。私の場合は。志絆の会は。 

○相馬委員長 そうですか。分かりました。 

  では、那須塩原クラブはいかがでしょうか。 

○中里委員 評価は、初めてだから厳しく見ました。

あればやるわけで。 

  那須塩原だけもう一度ちょっと持ち帰らせても

らって、ちょっと検討させていただきたいという

ふうに思います。 

○相馬委員長 分かりました。 

〔「持ち帰り」と言う人あり〕 

○相馬委員長 持ち帰り。 

〔「いいんじゃないの」「Ｄぐらいで」

「そんなに悩むところじゃない」「悩む

ところじゃないね」と言う人あり〕 

○中里委員 では、那須塩原クラブＤで。 

○相馬委員長 いや、今、Ｃ、Ｃと来ていますから。 

○中里委員 Ｃですか。 

○鈴木委員 Ｃが一番多いんだよ。 

○中里委員 失礼しました。 

○齊藤副委員長 Ｃ、Ｃ、Ｄ、Ｅなので、間取って

Ｄでいいんじゃないですか。  Ｄ。 

○鈴木委員 ちなみに、志絆はＢでいいと言ってい

るんだね。違う、Ｃでいいと。 

○相馬委員長 いかがですか。 

○中里委員 では、Ｃで。 

○相馬委員長 那須塩原クラブＣでよろしいですか。 

○齊藤副委員長 そんな甘口でいいんですか。嬉し

いんですけれども。 

○相馬委員長 嬉しいんですか。 

○鈴木委員 令和２年は厳しくやります。 

○相馬委員長 はい。では、取組ナンバー６につい

ての評価はＣということで統一させていただいて

よろしいでしょうか。 

〔「はい」と言う人あり〕 

○相馬委員長 では、Ｃでいきます。 

  これについて、この後チェックと検証と課題に

ついては次回やりますので、Ｃという評価でいき

たいと思います。 

  続きまして、取組ナンバー７、参考人公聴会の

実施ということになっていますが、これが今お話

ししたところになってくると思いますが、那須塩

原クラブＣ、それからＤ、Ｃ、Ｄと分かれており

ます。 
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  これについても、那須塩原クラブから説明をお

願いいたします。 

○中里委員 那須塩原クラブでは、アウトプットの

ところで、活用ガイドラインの作成検討というと

ころで、実施はされております。ところが、②の

参考人制度及び公聴会制度の活用というところで、

各委員会との目標値として１回というふうになっ

ておりますが、現状として、実績値としてはゼロ

でありますので、５割達成できているというとこ

ろからＣという評価にしました。 

  以上です。 

○相馬委員長 それでは、Ｄ評価の志絆の会のほう

から説明をお願いいたします。 

○鈴木委員 すみません、これについては、具体的

に何をどうしたのかがちょっとよく分からなかっ

たので、すみません、判断ができないままにＤと

いうふうにさせていただきましたので、これはＣ

でも良いと思います。 

○相馬委員長 分かりました。 

  それでは、公明クラブさんのほうで説明をお願

いします。 

○田村委員 やはり、１番の目標を達成していると

いうことでＣという判断をしました。 

○相馬委員長 分かりました。 

  では、志絆の会さんでもＣという評価に変更し

ても大丈夫だということでよろしいですか。 

○鈴木委員 大丈夫です。 

○相馬委員長 分かりました。 

  それでは、Ｃという評価で統一できたかと思い

ますので、取組ナンバー７についてはＣという評

価にさせていただきたいと思います。 

  続きまして、取組ナンバー８、議員間討議の推

進というところでございます。 

  Ｂ、Ａ、Ｂ、Ａという評価になってございます。 

  これについても、那須塩原クラブからまず説明

をお願いいたします。 

○中里委員 那須塩原クラブがＢと評価した理由で

すが、まず②の対象テーマ、意見収集の方法、そ

れから手順の明確化等の運用ガイドラインの作

成・検討という部分については、実施はされてい

るというところなんですが、①の議員間討議の推

進というところで、３委員会掛ける２回というと

ころで６回、実績値というふうになっているわけ

なんですが、目標値が６回というふうになってい

るわけなんですが、実績値が５回というところで、

若干達成できなかったといったところで、評価を

Ｂというふうにしました。 

  以上です。 

○相馬委員長 続きまして、志絆の会のＡという評

価でございますが、説明をお願いいたします。 

○鈴木委員 これは令和元年度の評価で、令和２年

の評価ではないんですけれども、私の中での過去

の経験よりもはるかに議員間討議進んでいまして、

書いたとおりなんですけれども、まだ伸び代はこ

れからも検討していかなきゃいけないことあると

思うんですけれども、その時点での評価としては

Ａとしてもいいんじゃないかなと考えました。 

○相馬委員長 はい。 

  続いて、公明クラブさんのほうで説明をお願い

します。 

○田村委員 まだ十分とは言えませんけれども、お

おむね目標は達成しているということで、Ｂとい

うことにしました。 

○相馬委員長 分かりました。 

  Ｂの評価が多いというところでございますが、

志絆の会さんではいかがですか。Ｂの評価でよろ

しいですか。 

○鈴木委員 Ｂ評価で良いです 

○相馬委員長 ありがとうございます。 

  それでは、取組ナンバー８につきましては、評
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価をＢという評価にさせていただきます。 

  続きまして、取組ナンバー９、一問一答方式に

よる質問質疑ということになりますが、Ａ、Ｂ、

Ａ、Ｂという評価になってございます。 

  これについても、那須塩原クラブから説明をお

願いいたします。 

○中里委員 那須塩原クラブは、一問一答方式、こ

れは100％実施されているということで、Ａとい

うふうに評価しました。 

  以上です。 

○相馬委員長 続きまして、Ｂという評価の志絆の

会さんのほうから説明をお願いします。 

○鈴木委員 これの評価はＢなんですけれども、一

問一答方式は100％であるというふうに判断しま

した。アンケートのところは分からないのでＢか

なと思ったんですけれども、先ほどからちょっと

私のこの評価のつける基準が違っているようで、

70は超えていると思いますので、結論を申すとＡ

ですね。 

○相馬委員長 分かりました。 

  それでは、公明クラブさんのほうで説明お願い

します。 

○田村委員 やはり、目標は100％達成していると

いう理解でいいかと思いますので、Ａで判断しま

した。 

○相馬委員長 分かりました。 

  それでは、おおむねＡという評価で統一できる

かと思いますので、Ａという評価でよろしいでし

ょうか。 

〔「はい」と言う人あり〕 

○相馬委員長 ありがとうございます。 

  続きまして、取組ナンバー10、文書質問制度の

整備について、Ｃ、Ａ、クエスチョンマーク、Ｂ

という評価になっておりますが、まず那須塩原ク

ラブから説明をお願いいたします。 

○中里委員 那須塩原クラブでは、①の文書質問に

係るルールの作成・周知ということで、これは確

実に実施をされておりますので、評価ができると

いうふうに思います。 

  ところが、②の部分なんですけれども、文書質

問の実施というところで実績値がゼロというふう

になっております。これは、実施しなきゃならな

い、達成しなきゃならないというものでもありま

せんので、この実績値はゼロ件だからいいとか悪

いとかという評価しづらいというふうに思います

が、単純にアウトプットの部分だけの達成率とい

ったような評価の中では50％というところで、Ｃ

という評価をしました。 

  以上です。 

○相馬委員長 続いて、Ａ評価の志絆の会さんから

御説明お願いします。 

○鈴木委員 那須塩原クラブとほぼ同意見なんです

けれども、これは伝家の宝刀みたいなもので、 

必要あればするだろうと。これは下にも書いてあ

るとおりで、制度があること自体がもうそれで十

分であるということで、これは実績値はなくても

Ａであるというふうにしました。 

○相馬委員長 分かりました。 

○鈴木委員 別にいいですよ、求めるのに当たって

委員長がＢに合わせてくれとかＣに合わせるなら、

それ全然問題ないです。 

○相馬委員長 分かりました。 

  公明クラブさんのほうの評価についてはどんな

ふうな。 

○田村委員 これについては、今もありましたけれ

ども、あるなしで評価できるものでもないので、

ちょっとランクづけができなかったので、それで

ちょっとはてなになっているんですけれども、決

して、そういった制度があるということはいいこ

とですし、そこはもうお任せしますという感じで
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す、公明に関しては。 

○相馬委員長 文書質問自体はルール上認められて

おりまして、それについて、那須塩原市議会とし

ては、令和元年度に文書質問のルールを作成をい

たしました。皆さんに周知をしたところでござい

ますが、今会議中であれば緊急質問、それから閉

会中の文書質問に対するルールということでつく

らせていただいたところですが、文書質問の運用

については、非常に実質ハードルの高いものに当

市議会の場合はなっているというところがござい

ますので、これについて一応今回評価をしなけれ

ばならないということでありますので、制度がで

きて、これを運用しなければならないというふう

な目標値に今後していくことについては、来年度

の取組事項計画のときの議題としたいと思います

が、現時点で文書質問の実施、新規として実施を

するという目標を１件というふうにしておりまし

たが、現実なかったので、やはり那須塩原クラブ

で言うような半数の達成率ということで、Ｃとい

う評価でいかがでしょうか。皆さんよろしいでし

ょうか。 

〔「はい」と言う人あり〕 

○相馬委員長 では、すみません、Ｃという評価に

させていただいて、今後の本制度の評価について

は、評価方法についての検討もしていきたいとい

うふうに思います。 

  続きまして、取組ナンバー11、議員活動に関わ

るところでございます。 

  これについては、那須塩原クラブＤ、Ａ、Ｅ、

Ｂという評価になってございます。 

  那須塩原クラブからＤの説明をお願いいたしま

す。 

○中里委員 全ての議員が、一部の市民、団体及び

地域の方によらないで意識して活動していると感

じる部分の増加ということで、アンケートは未実

施であるので、評価をするとするならば、単純に

未着手というところでＥだというふうに思うんで

すけれども、ただ前回、先日、議会基本条例の中

で、このように一部改正をして、一応周知はされ

ているというふうなことから、一部着手している

というふうにも評価できるというふうに見られる

ということで、Ｄという評価をしました。 

  以上です。 

○相馬委員長 続きまして、Ａという評価の志絆の

会のほうから説明をお願いいたします。 

○鈴木委員 ここに書かれてある取組、条例の第４

条１号関係というところの目指すところはそのと

おりだと思うんですよね。それに対して、各個人

議員がどういうふうに活動しているかということ

を評価するというのは、なかなか実際難しいとい

うことですよ。 

  その中で、各個人一人一人がどういうふうに活

動しているかというと、それは全体の奉仕者であ

り、自分を支援してくれる人で、奉仕者であるべ

きなので、そう思っていますので、これは皆さん

ちゃんとやっているというふうに思っていますの

で、これはＡだろうというふうに考えます。 

○相馬委員長 分かりました。 

  次に、Ｅという評価の公明クラブさんの説明を

お願いします。 

○田村委員 これはやはりなかなか自分たちで評価

するのは難しいことなので、どうしても客観的な

評価を待たないと判断できないということで、ア

ンケートが実施されていないということで未着手

ということで、Ｅにした次第です。 

○相馬委員長 分かりました。 

  アウトカムが議員に対するアンケート調査とい

うことだったんですが、アンケート調査は令和元

年度は実施しませんでしたので、ただし、多くの

意見が令和元年度に、議員が一部の地域、団体に
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偏らずという、そういう表現でいくと非常に評価

がしにくいということは、当時の議会運営委員会

で話が出たところでございます。 

  それをもって、今９月定例会において条例は改

正されたところでございますので、確かに令和元

年度時点では未着手というところではございます

が、全く未着手だったというところではなかった

のかなというふうには考えるところでございまし

て、それを踏まえて今年度条例改正までいったと

いうところでございますので、ただし、条例改正

までやったということについては、やはり一部の

市民、団体及び地域に偏ることなくという表現で

は、恐らく議員活動に対する、この事務事業に対

する評価はできないということだったんだろうと

いうふうに思いますので、確かに昨年度もこの項

目については大分時間がかかったという記憶ござ

いますが、Ａという評価は難しいのかなというふ

うに思います。 

  そうした中で、再度、実質着手していなかった

ところではございますが、そういった条例改正ま

で踏まえたというところで、若干進めたというと

ころで、ＣとかＤでとかという評価でいかがなん

でしょうか。志絆の会のほうから、もう一度意見

を伺いたいと思いますが、いかがでしょうか。 

○鈴木委員 私はここは別にＡでいいと思っている

んですけれども、かと言って、今、委員長が話し

したようなことでＤとかＥで収束させたいという

ようなことについては、別に全く異論はございま

せん。 

○相馬委員長 続いて、未着手であるというふうな

ことでＥとされた公明クラブさんの意見も、最後

によろしいでしょうか。 

○田村委員 取りあえず杓子定規ということでした

ところがあるので、これは別にＤでもいいと思い

ます。未着手ということで。 

○相馬委員長 今年度は条例改正していますので、

来年度、評価する場合については、もう既に条例

改正しているというところもございますので、令

和元年度の評価といたしましては、全く未着手で

あったということではないようにできればしたい

というふうに思っておりますので、Ｄという評価

でいかがでしょうか。 

〔「はい」と言う人あり〕 

○相馬委員長 よろしいですか。ありがとうござい

ます。 

  続きまして、取組ナンバー12、政治倫理の保持

ということで、これは全会派Ａという評価でござ

います。 

  Ａという評価でよろしいでしょうか。 

〔「はい」と言う人あり〕 

○相馬委員長 ありがとうございます。 

  続きまして、取組ナンバー13、政策決定、監視、

評価の第３条２号に関係するところでございます

が、これについてはＢとＣの評価に分かれており

ます。 

  那須塩原クラブさんからの説明をお願いいたし

ます。 

○中里委員 那須塩原クラブでは、目標値に対して

の実績値というところで、おおむね達成されてい

ると評価したことからＢというふうにしました。 

  以上です。 

○相馬委員長 続いて、Ｃと評価されました志絆の

会のほうから説明をお願いいたします。 

○鈴木委員 ここは、この取組の中でも、議会とし

て最も重要な項目の一つかなと思います。ここに

書いてあるんですけれども、目指している高さが

分からないので、その高さが分かればそれに対し

て判断できたんですけれども、分からないので、

私はもっと高く見ているので、半分いっていない

のかなということでＣです。 
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○相馬委員長 分かりました。 

  そうしたら、続いて公明クラブさんのほうでＣ

という評価ですが、説明をお願いいたします。 

○田村委員 やはり当然十分でもないし、かといっ

て不十分でもないということで、おおむね５割ぐ

らいかなということで、Ｃという判断をしました。 

○相馬委員長 分かりました。 

  まず①については、やっぱりこの目標の達成は

されていない。それから②については、達成はし

ているというところで、ただし、⑤⑥については

目標は達成されていないというところがございま

す。 

  今、Ｃの意見が多いところでございますが、那

須塩原クラブのほうとしてはＢという評価ですが、

これについていかがでしょうか。 

○中里委員 Ｃで合わせて。 

○相馬委員長 分かりました。 

  それでは今、Ｃという評価で理解を得られると

いうことでございますので、取組ナンバー13につ

いての評価をＣとすることでよろしいですか。 

〔「はい」と言う人あり〕 

○相馬委員長 ありがとうございます。 

  続きまして、取組ナンバー14、議案審査、政策

立案、提言についてということでございます。 

  これについて、ＡとＢに分かれております。 

  まず那須塩原クラブから、Ａの評価でございま

すが、理由の説明をお願いします。 

○中里委員 那須塩原クラブは、議会の取組と言う

ところで、目標値に対して実施は全てされている

ということから、Ａという評価にしました。 

  以上です。 

○相馬委員長 続きまして、Ｂという評価の志絆の

会さんのほうから説明をお願いします。 

○鈴木委員 これＢなんですけれども、先ほどの評

価の判断が違っていますので、これはＡですね。 

○相馬委員長 Ａに変更ということでよろしいです

か。 

○鈴木委員 ほかにいろいろコメントちょっと書い

ていますけれども、評価だけで言えばＡですね。 

○相馬委員長 分かりました。 

  今、志絆の会さんはＡということで変更すると

いうことなので、皆さんＡということになります

ので、Ａという評価でよろしいでしょうか。 

〔「はい」と言う人あり〕 

○相馬委員長 ありがとうございます。 

  続きまして、取組ナンバー15、これについても

委員会の調査研究、政策立案、提言についてとい

うことでございます。 

  これについても、同じようにＡ、Ｂ、Ａ、Ｂと

いうふうに分かれてございます。 

  那須塩原クラブのほうから説明をお願いいたし

ます。 

○中里委員 那須塩原クラブでは、議会の取組の中

での①②については達成されているというところ。 

  そして、所管事務調査の実施、これ目安の40項

目というふうになっておりますが、実績が32とい

うところで、少ないというふうに思うかもしれま

せんが、前回６月議会のときには、コロナウイル

スの影響で所管事務調査ができなかったというと

ころ。 

  それから③、これについては、政策の立案、提

言の検討というところで、実績値としてはゼロ項

目というふうになっておりますが、各常任委員会

でも、これは令和元年と令和２年と２年をかけて

調査研究に取り組んで、今年度に提言に結びつけ

るといったことから、実施はされているという評

価、③は検討で現在なされているということから、

Ａという評価にしました。 

  以上です。 

○相馬委員長 続きまして、Ｂという評価の志絆の
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会さんのほうから説明をお願いします。 

○鈴木委員 100％ではないと思って、70％と書い

てあるんですけれども、70％はＡだということで

あれば、これはＡですね。訂正させていただきま

す。 

○相馬委員長 分かりました。 

  それでは、今Ａという訂正がございましたので、

公明クラブさんのほうで説明をお願いします。 

○田村委員 やはり、おおむねほぼほぼ達成してい

るという判断でいいかと思いますので、Ａという

判断にしました。 

○相馬委員長 分かりました。 

  それでは、３会派ともＡという評価になりまし

たので、Ａという評価でよろしいでしょうか。 

〔「はい」と言う人あり〕 

○相馬委員長 続きまして、取組ナンバー16、会派

についての調査研究、政策立案、提言というとこ

ろでございまして、これについてはＡとＢとＣに

分かれてございます。 

  まず、那須塩原クラブさんのほうから説明をお

願いいたします。 

○中里委員 那須塩原クラブでは、政策の立案提言

と調査研究も行い、執行部への提言も行っており

ます。全てが達成されているということから、Ａ

という評価にしました。 

  以上です。 

○相馬委員長 続きまして、Ｂという評価の志絆の

会のほうから説明をお願いいたします。 

○鈴木委員 これも、評価のところに70％と書いて

ありますので、会派としても100％ではないです

けれども、ほぼできているという意味での70％な

ので、Ａという評価に訂正させていただきます。 

○相馬委員長 分かりました。 

  Ａ評価の続いて、公明クラブさんのほうから説

明をお願いします。 

○田村委員 これもやはり、おおむね達成という判

断でＡにしました。 

○相馬委員長 それでは、３会派ともＡという評価

でございますので、Ａという評価でよろしいでし

ょうか。 

〔「はい」と言う人あり〕 

○相馬委員長 ありがとうございます。 

  続きまして、取組ナンバー17、これは議員につ

いてでございます。 

  これについては、那須塩原クラブが評価なし、

それからＡ、Ｂ、Ｃという評価に分かれておりま

す。 

  まず、那須塩原クラブから、評価なしの説明に

ついてお願いいたします。 

○中里委員 那須塩原クラブでは評価なしというと

ころで、評価なしというよりか、評価ができなか

ったというのが実情で、25人分掛ける１項目、こ

れも実績としてどういうふうにやっているのかと

いうのは、議員さん一人一人に聞いてみないと分

からないというところで、ちょっと那須塩原クラ

ブで評価ができなかったというのが実情ですので、

評価ができませんでした。 

  以上です。 

○相馬委員長 続きまして、Ｂという評価でありま

す志絆の会さんのほうから説明をお願いいたしま

す。 

○鈴木委員 これも70％という数字を書いています

ので、これは本当はＡなのかなと思うんですが、

ここでいうＡはちょっと甘過ぎると思いますので、

取り組んでいるという意味ではやはりＢはＢだと

いうふうに、ここは考えました。 

○相馬委員長 分かりました。 

  それでは、Ａ評価の公明クラブさんのほうから

説明をお願いします。 

○田村委員 やはり、客観的な判断ではないかもし
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れませんけれども、おおむね項目に関してはしっ

かりしているということでＡにしました。 

○相馬委員長 この項目については非常に評価が難

しいのかなというところで、一人一人がどういう

ふうに課題の抽出をして、調査研究をして、政策

立案、提言の検討までされているかということに

ついては、聞いてみないとというところではあっ

たんですが、一般質問を含むということになって

ございまして、２つの会派とも、おおむねのとこ

ろで達成はされているという表現でございました。 

  那須塩原クラブにつきましては、一人一人聞い

ていないということでございましたので、今、公

明クラブさんのほうでもおおむねという表現だっ

たので、100％ではないということでよろしいで

しょうか。 

○田村委員 はい。 

○相馬委員長 そうすると、今、志絆の会さんのほ

うでは、やはりおおむね達成されているという意

見でございましたので、Ｂという評価だというこ

とでございます。 

  那須塩原クラブのほうとしてはいかがですか。

今、おおむね大体みんなＢという評価になるんで

ございますが。 

○中里委員 では、Ｂでいいと思います。 

○相馬委員長 よろしいですか。 

  この後、検証と課題の抽出ということになって

くるかと、チェックのところできちんともう一度

やっておきたいというふうに思いますが、Ｂとい

う評価でよろしいですか。 

〔「はい」と言う人あり〕 

○相馬委員長 田村委員、大丈夫ですか。Ｂという

ことで。 

○田村委員 はい。 

○相馬委員長 ありがとうございます。 

  では、Ｂという評価にさせていただきたいと思

います。 

  続きまして、取組ナンバー18になります。 

  議員の資質向上という部分で、全会派Ｂという

評価でございますので、Ｂという評価でよろしい

でしょうか。 

〔「はい」と言う人あり〕 

○相馬委員長 ありがとうございます。 

  続きまして、取組ナンバー19、これはＡとＢに

分かれているというところでございますが、Ａと

いう評価の那須塩原クラブから説明をお願いいた

します。 

○中里委員 那須塩原クラブでは、アウトプットの

①②とも実施はされているということから、Ａと

いう評価にしました。 

  以上です。 

○相馬委員長 続きまして、Ｂという評価の志絆の

会さんのほうからお願いします。 

○鈴木委員 分からない……要するに判断が難しい

なというところなんですけれども、ここを70じゃ

なくて80と書いているので、これは多分、これで

いくとＡでしょう。すみません、訂正させてくだ

さい。 

○相馬委員長 よろしいですか。 

  では、３会派ともＡという評価でございますの

で、Ａという評価でよろしいでしょうか。 

〔「はい」と言う人あり〕 

○相馬委員長 ありがとうございます。 

  続きまして、取組ナンバー20、議員定数の定期

的検討ということで、これについては敬清会さん

はＣという評価でございますが、ちょっと今日い

ませんので意見を聞けないので、３会派ともＡと

いう評価になっておりますので、Ａという評価で

よろしいですか。 

〔「はい」と言う人あり〕 

○相馬委員長 ありがとうございます。 
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  続きまして、取組ナンバー21、議会改革の推進

というところで、これについても３会派ともＡと

いう評価になっておりますが、Ａでよろしいです

か。 

〔「はい」と言う人あり〕 

○相馬委員長 ありがとうございます。 

  続きまして、取組ナンバー22でございます。こ

れについても、３会派ともＡという評価でござい

ますので、Ａという評価でよろしいですか。 

〔「はい」と言う人あり〕 

○相馬委員長 続きまして、最後になりますね、取

組ナンバー23、那須塩原クラブがＡという評価で

ございますが、理由の説明をお願いいたします。 

○中里委員 那須塩原クラブでは、アウトプットが

全て達成されている、事務事業評価も毎年実施、

それに基づく見直しの検討、こういうことも毎年

やっているということで、Ａということにしまし

た。 

  以上です。 

○相馬委員長 続きまして、Ｂという評価の志絆の

会のほうから御説明いただきたいと思います。 

○鈴木委員 これ、おおむね取り組んできたという

評価で70％なんですけれども、70％は評価がＢな

んですが、Ａと変えさせてください。 

○相馬委員長 分かりました。 

  それでは、Ａという評価の公明クラブさんのほ

うから説明をお願いします。 

○田村委員 これも、しっかり実証されているとい

うことでＡという判断をしました。 

○相馬委員長 志絆の会さんのほうでＡの評価に変

更ということでございましたので、３会派ともＡ

という評価でよろしいでしょうか。 

〔「はい」と言う人あり〕 

○相馬委員長 ありがとうございます。 

  段階評価については今、決定を見たところでご

ざいます。これを踏まえて、次回にチェックの部

分の検証と課題の抽出を行いたいというふうに思

います。 

  以上で、⑵については終了とさせていただきま

す。 

  ここですみません、10分間休憩といたします。 

 

休憩 午後 ２時２６分 

 

再開 午後 ２時３６分 

 

○相馬委員長 それでは、休憩前に引き続き委員会

を再開いたします。 

  先ほどの事務事業評価について、チェックの部

分については各会派に持ち帰りはなしで、委員会

で決定したいと思いますが、次回の委員会までに

委員長、副委員長案として出させていただきます

ので、それについて今後協議していきたいという

ふうに思いますので、よろしくお願いいたします。 

  続いて、次⑶ですね、⑶に入ります。 

  内部研修の実施についてを協議いたします。 

  まず、内部研修のアンケート結果がございます

ので、事務局から説明をお願いいたします。 

  係長。 

○佐々木議事調査係長 それでは、内部研修アンケ

ート結果について、御説明をさせていただきます。 

  こちらの表にありますとおり、那須塩原クラブ

から、テーマにつきましては企業会計について、

それから公会計について。 

  志絆の会からは、市の少子化に対する取組の現

状と方針、支援機能強化等を含む。それから、市

の環境エネルギーの現状と取組及び方針。 

  そして公明クラブから、議会及び議員のコンプ

ライアンスについて。監査制度改革における議会

と監査の在り方について。 
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  敬清会からは提出がありませんでした。 

  それから、１人会派の議員の方にもアンケート

を行いますということで、サイボウズでお知らせ

をしたんですが、提出はございませんでした。 

  そのほか、議長から、栃木県の農政について、

環境省の取組についてということで、テーマの候

補をいただいております。 

  時間につきましては、志絆の会は１時間程度、

そのほかは１時間半程度ということで、アンケー

ト結果となっております。 

  その他につきましては、記載のとおりでござい

ます。 

  今回、内部研修ということでございますので、

市の職員が、講師になっていただくということを

想定をしておりまして、ちょっと事務局で拝見さ

せていただいた中で、公明クラブの田村代表から

いただいたテーマは、ちょっとかなり難しい感じ

もございまして、担当部局に若干こういった形で

研修ができるかというのは、事前に可能性につい

てちょっと打診をしてみたところでございます。 

  議会及び議員のコンプライアンスについてとい

うところにつきましては、ちょっと総務のほうに

聞いてみたんですが、内容的にどういったものを

望んでいるかというところもあるということなん

ですが、なかなかこの議会と議員ということを総

務でお話しするのは少し難しいかもしれないので

というような話はいただいています。 

  あと、監査制度改革における議会と監査の在り

方についてということで、監査委員事務局にちょ

っと相談させていただいたんですが、現在、監査

をこんな感じでやっていますとか、国の改革の方

針ですとか動きみたいなところまではお話できま

すが、議会と監査の在り方というところについて

は、ちょっとどこまでお話ができるかというよう

なところで、回答がありました。 

  事務局から説明につきましては以上でございま

す。 

○相馬委員長 説明が終わりました。 

  今、事務局の説明を踏まえて、各委員から御意

見をいただきたいと思いますが、いかがでしょう

か。 

  田村委員、お願いします。 

○田村委員 やはり、内部というより外部でやるべ

き研修かなという気がしますので、これは特にこ

だわって内部ということでやってほしいとは思わ

ないという感じですね。 

○相馬委員長 分かりました。 

  それではまず那須塩原クラブから、企業会計と

公会計についてということで、これについて私の

ほうで説明させていただきますが、昨年度から下

水道事業に加えて水道事業も企業会計というふう

になったというところで、今９月議会の決算にお

いての通告制でございましたが質疑、それから委

員会等での質疑についても、非常に企業会計とい

うものについてのなかなか理解が難しいというふ

うな印象を持ったところでございますので、一度

財政課のほうに、地方公共団体が行う企業会計と

いうものについてのレクチャーを受けたいという

ことと、それに伴って公会計については、これに

ついても各会派等で研修等に行っているのかもし

れませんが、また以前、事務局内で前係長に一定

程度の財政に関する講義を受けた中ではございま

すが、この２点については再度また研修を受けた

いと、内部研修として行ってはという意見でござ

います。 

  志絆の会についてはいかがですか。 

○鈴木委員 これは執行部からの内部の研修という

ことなので、一般質問と似たような形ですけれど

も、議員がみんなでもう一度市の考えを、質問じ

ゃない形で市の方針をしっかり聞くということで



－19－ 

すね。 

  以上です。 

○相馬委員長 この内容からしますと、今回、議会

運営委員会が主催する研修ということになります

ので、例えばこの少子化ですとか市の環境エネル

ギー状況とかということであれば、各常任委員会

等、これを議会運営委員会の研修としてというテ

ーマにするということについては、ちょっと若干

この部分を特出しして研修を受けるというのは、

一般質問、それから代表質問なり等の内容でなっ

てしまうのかなというふうには思うんですが、い

かがでしょう。 

○鈴木委員 委員長が言うそのとおりかもしれない。 

  確かに、テーマとしては常任委員会でやっても

同じことだものね。受けるほうは全員議会なんで

すけれども。 

  そういう意味ではそうかもしれないので、でも

そういう意味だと、逆に言うと企業会計、公会計

などというのは、もうちょっと外部の専門家の意

見のほうがいいのかなという、そういうバランス

もあるんですけれども、ほかのところのテーマは

ともかく、すみませんが、これにこだわっている

わけではないということだけお伝えします。 

○相馬委員長 続いて、議長から２点ほどテーマと

しての提案がございますが、これについてちょっ

とお伺いしてもよろしいでしょうか。 

○吉成議長 人から選びました。せっかく今、新た

に渡邉副市長が誕生して、国のほうから亀井さん

が来ていただいているということなので、せっか

くでしたらこういう機会じゃないと、なかなか生

の声を聞くということができないなということで、

選ばせていただきました。 

  ただ、言われるように、今、委員長のほうから

御指摘がありましたけれども、議会運営委員会と

してどうなんだと言われた場合には、ちょっと当

てはまらない部分もあるのかなとは思うんですが、

せっかくのチャンスなのでということで、以上で

す。 

○相馬委員長 そういった件でございますが、説明

は終わったわけでございますが、これについて再

度皆さんから御意見伺ってもよろしいでしょうか。 

  田村委員。 

○田村委員 特に今、議長おっしゃったように、タ

イムリーというか、こういう機会がないとなかな

か、これが２年も３年もたってということだとち

ょっとぼけてしまうので、やっぱり今、議運もと

いうことでありますけれども、タイムリーなので、

このお２人にお話は聞いてみたいなと思います。 

○相馬委員長 議員の資質向上のための研修でござ

いますので、議会運営委員会が主催する研修でご

ざいますので、議員の資質向上のためのというこ

とで、この県の農政についてというテーマで研修

を受けるということについて、議会議員の資質向

上につながる、お話を聞いてみたいということだ

けの部分では若干難しいのかなという。先ほどの

政策立案、政策提言、それから議案審査、それか

ら執行部への評価等をするための議員の資質向上

に資する研修内容であったほうがいいのではない

かなというふうには思っているところでございま

すので、でも県の農政については勉強したほうが

いいという判断でよろしいですか。 

○田村委員 どちらもやはり議員の資質の向上につ

ながるというふうには思いますけれども。 

○相馬委員長 分かりました。 

  まず、そうしたら上から行きたいと思いますが、

企業会計についてということで、もうこれ先ほど

私のほうで説明したとおり、財政の仕組みが昨年

度変わって、９月の決算の時点でなかなか質疑、

それから本会議の質疑、それから委員会の質疑等

でも的を射るような状況ではなかったという点か
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ら、一度議員全員が企業会計、地方公共団体が行

う企業会計というものについて、一度研修を受け

たいというふうに思ったところではございますが、

これについて皆さんから御意見を伺いたいと思い

ますがいかがでしょうか。 

  山形委員。 

○山形委員 私も委員長の言うように、９月の議会

に水道会計のやつを見たんですが、普通の民間の

企業のやつとちょっと照らし合わせると、なかな

か分かりづらい部分あるので、理解できなかった

部分かなりありました。 

  今回これを受ければ、次回、決算なり予算なり、

議員の資質向上によっていい質疑、見る着目点、

こういうところを見ていただきたいというポイン

トなんかも教えていただければ、次の決算とか予

算に生きてくるのではないかなと思うので、私も

これは一番、⑴の企業会計については受けてみた

いなというふうな気持ちはあります。 

○相馬委員長 研修につきましては、前回おおむね

２回程度ということでお話ししたところでござい

ますが、これがもし日程が許すのであれば３回に

しても大丈夫でしょうし、もともとの目標は５回

という目標を、内部研修については立てておった

ところでございますが、コロナウイルスの関係で

ここまでできてこなかったというのが現状でござ

いますので、12月、１月、２月というふうなとこ

ろで、回数を増やすことについては可能かなと。

あとは講師の都合によってというところはあろう

かと思いますが。 

  鈴木委員。 

○鈴木委員 企業会計についての議員の資質向上と

いうのは、全く意見は同じものを持っているんで

すけれども、ポイントは、自分は講習会みたいな

の行って聞いたことあるんですけれども、４時間

ぐらいを聞いてみたけれども、難しい。だから、

職員の方が本当に説明が上手で、資料もちゃんと

作って、かつ今言ったように、１回１時間半で理

解できるものじゃないと思うんだよね。 

  だから、逆にやるんだったら、これを徹底して

３回４回やってもらって、それで初めて生かせる

かどうか。多分、ここにいる人はしっかり理解し

ようとするでしょう。全員が同じレベルにいくと

いうのは結構大変かと思う。もともとの会計の知

識があればたやすいんだと思うんですけれども、

皆さんそれぞれで、経営者だと思いますので。 

  だから、難しいと思いますので、そういう方向

で考えてもらうのであればいいんじゃないですか。

そういう意見です。 

○相馬委員長 そうですね。 

  これについては、財政課で予算決算を組んでく

るので、まずは内部研修なので、財政課の説明が

受けられれば。 

○鈴木委員 本気で理解してもらおうと思って説明

してもらわないと、型どおりの説明だけされて、

時間だけ進み、３回も４回もやってもらって終わ

りだともったいないように思いますね。これ難し

い、そのとおりなんですよ、理解するためだった

ら、自分で努力しないとこれは。聞いただけでは

分からない気がしますので。だから外部でと言っ

たのはさっきそういうことです。 

○相馬委員長 ということは、採用をしてもいいと

いうこと…… 

○鈴木委員 してもいいですよ。だから執行部と、

要するにきちんと今言ったことを踏まえて、きち

んと打合せして無駄な時間にならないようにして

くれるんだったら、これ議員全員が理解できたら、

それはすごくいいことだと思うし、資質向上にま

さになると思います。 

○相馬委員長 分かりました。 

  今、鈴木委員からの意向を踏まえまして、一応
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テーマとしてはこの企業会計をテーマにして、こ

の後財政課のほうと私のほうでちょっと打合わせ

をさせていただいて、どの程度のものになるかに

ついては、ちょっと聞いた上で……では、すみま

せん、課長、お願いします。 

○小平議事課長 財政課のほうでは、企業会計につ

いてはちょっと説明できないということで。 

○相馬委員長 そうですか。 

○小平議事課長 なので、管理課のほうにお願いす

るようになると思います。もし、企業会計につい

ての内部研修やるということになりますと、財政

課ではちょっとやっぱり細かいことは説明できな

いということなので、そういうふうな形になると

思います。 

○相馬委員長 そうしますと、管理課だと、議員が

分からないところについての説明は言っていただ

けるということですか。 

  課長。 

○小平議事課長 企業会計については、もともと水

道課だけでやっていたものですから、その後、下

水道も合わさって今の管理課という形になった中

で会計をやっていますので、そちらの係のほうに

お願いするような形になるかと思います。 

○相馬委員長 ある程度の説明はしていただけると

いう認識でよろしいですか。 

○小平議事課長 はい。 

○相馬委員長 分かりました。 

  ということですので、今、管理課ということの

ところで、ほぼ説明はいただけるというふうな今、

課長の説明ございますので、まず企業会計につい

ては、回数がどの程度必要なのか再度打合せをさ

せていただいて、１時間半程度で１回で済むのか

済まないのかをちょっと聞いて、日程等について

は次回また御相談をさせていただければと思いま

す。 

  テーマについては、まず１点目は、企業会計に

ついては入れさせていただいてよろしいでしょう

か。 

〔「はい」と言う人あり〕 

○相馬委員長 そのほかございますか。 

  では、管理課のほうとちょっともう一度聞いて

いただいて、どのぐらいの回数でいけるのか、回

数的にもう少し増やせるようでしたら、ほかのテ

ーマについても次回再度協議させていただければ

と思います。 

  ということで、⑶の内部研修についてはそうい

う結果でよろしいでしょうか。 

〔「はい」と言う人あり〕 

○相馬委員長 では、今のような取扱いで進めさせ

ていただきたいと思います。 

  ⑶については以上とさせていただきます。 

  続きまして、⑷に入ります。 

  職員アンケートの結果について入ります。 

  資料について、事務局から説明をお願いいたし

ます。 

  係長。 

○佐々木議事調査係長 それでは、職員アンケート

の集計結果について、簡単に御説明をさせていた

だきます。 

  調査の周知につきましては記載のとおりです。 

  調査期間につきましては、今年の８月末から９

月いっぱいで実施をいたしました。 

  調査対象としましては、係長以下の職員を対象

としています。 

  調査方法ですが、職員のグループウェアのアン

ケート機能を用いて、無記名方式で実施をさせて

いただきました。 

  係長以下の職員が、８月１日現在で661人なん

ですが、回答者数は424人ということで、６割を

超える回答があったところでございます。 
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  ２ページ目以降、調査結果について取りまとめ

てございます。 

  基本的には円グラフにしておりますが、複数回

答可のところにつきましては、棒グラフで記載を

させていただきました。 

  年齢につきましては、40代が一番多いという、

このグラフのとおりですね。 

  勤務年数につきましては、10年未満が多くなっ

ています。 

  議会への関心でございますが、少し関心がある

という層が多いという状況です。 

  次のページにいきまして、議会の視聴の部分で

ございますが、見たり聞いたりしたことがあると

いうところが半数を超えております。手段でござ

いますが、議会中継が９割を超えている状況でご

ざいます。 

  議会の情報を得ているところが４分の３を超え

ているということでございまして、何で得ている

かというところでございますが、やはり議会だよ

りが一番多くなっておりまして、こちらが９割を

超えている状況です。 

  自由記述につきましては、この一覧として記載

をさせていただいているところですので、後で御

覧いただければと思います。 

  続きまして、議会報告会ですが、職員で議会報

告会を開催していることを知っているというのが

77％ほど。 

  議会改革の取組につきましては、分からないと

いう職員が半分を超えているところでございます。 

  議会基本条例につきましては、知っている、知

っているが見たことはない、知らないというよう

な形で、その３区分でいうと知らないという職員

が多かったというところでございます。 

  次のページにいきまして、議会への期待という

ところでございますが、こちら複数回答可で回答

いただいたところ、議員の資質向上、政策提言や

立案の機能強化、議員定数の見直し、ここまでが

100人を超えているということになります。 

  以下の項目、それから自由記述につきましては、

記載のとおりでございます。 

  ページを２つ進みまして、12番ですね、公正公

平な議論のところでございますけれども、半数が

議会は公正公平な議論を行っているというアンケ

ート結果でございます。 

  次のページにいきまして、議決機関としての議

案審査のところですが、分からないというところ

が一番多くなっています。 

  14番、調査研究のところですが、こちらもやは

り分からないという回答が多くなっております。 

  こちら、最初にも申し上げましたが、係長以下

の比較的若年層の職員を対象にしているというと

ころもございますので、職員全体というところか

らは若干回答内容が、少しこういう特性が出てい

るのかなとは思います。 

  続きまして、15番でございますが、事務事業執

行の関心・評価のところでございますが、行って

いるというところが一番多くなっています。 

  市民の意見の反映、16番のところですね、こち

らは、一部反映されているというところが半数近

くになっております。 

  17番、事務局の組織体制ですね、こちらについ

ては、かなり多くの職員が分からないと。７割を

超えるという状況になっています。 

  議員定数についての質問ですが、適当である、

多いと、分からないというふうに分かれておりま

して、やはり一番この中で言いますと、多いとい

うところが多くなっております。また、若干名で

はございますが、少ないという回答もあったとい

うところでございます。 

  こちらにつきましても、かなり自由記述をいた
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だいておりますので、こちらは後でお目通しいた

だければと思います。 

  19番、こちらの議会運営委員会の審議の中を踏

まえて入れた項目でございますが、議会事務局へ

の人事異動について希望しますかということで、

希望するとした職員が約１割ほどというところで

ございます。 

  ページ進みまして、20番ですね、ここから通年

議会の関係になりますが、速やかな対応に効果が

あるかどうかですが、ある程度効果があるという

ところが多くなっております。 

  専決処分の審議がされるようになるという部分

でございますが、こちらもやはりある程度効果が

あるという回答が多くなっています。 

  続きまして、議案の早期議決、早期施行でござ

いますが、こちらもある程度効果があるという回

答が多くなっています。 

  行政効率に影響があるかどうかというところで

すが、ある程度影響があるというところが多くな

っていまして、影響がないというのは２％ちょっ

とというところでございます。 

  次のページから24として、自由記述欄を設けて

ございます。かなり職員から手厳しい意見も含め

て、かなりのアンケートの自由記述をいただきま

した。こちらについても、そのまま一覧としてま

とめてございますので、お時間があるときにでも

お目通しいただければと思います。 

  説明につきましては以上です。 

○相馬委員長 説明ありがとうございました。 

  この結果につきましては、この市民アンケート

などの結果と同じように、今後の取組実行計画の

中の取組事項に生かしていきたいというふうに思

います。 

  ただし、またこのアンケートの取扱いについて、

当初の決定のとおり非公開とするとしております

ので、議員各位には御理解をいただいた上で、取

扱いについては御注意していただきたいというふ

うにお願いをするところでございます。特に、こ

の文章をＳＮＳ等に掲載しないようにお願いをし

ていただきたいと。これについては、事務局から

も各議員にその旨を、このままの文章で載せるの

は控えていただきたいという旨をお伝えいただけ

ればなというふうに思います。 

  これについて、質疑はございますか。 

〔発言する人なし〕 

○相馬委員長 なければ、御意見はございますか。 

〔発言する人なし〕 

○相馬委員長 よろしいですか。 

  ないようでしたら、取扱いについては十分御注

意いただきながら、次年度の取組事項計画に反映

させていきたいというふうに思います。 

  以上で、⑷については終了といたします。 

  続きまして、⑸に入ります。 

  議員間討議実施要綱の制定について協議いたし

ます。 

  まず、資料がございますので、資料について事

務局から説明をお願いいたします。 

  係長。 

○佐々木議事調査係長 それでは説明をさせていた

だきます。 

  ８月３日の議会運営委員会でも一度御説明をさ

せていただきましたので、簡単に御説明をさせて

いただきます。 

  趣旨でございますが、議会基本条例に基づいて、

議員間討議について必要な事項を定めるとするも

のでございます。 

  対象とする会につきましては、31項のところで

記載してございまして、常任委員会、議会運営委

員会、特別委員会、それから協議等の場ですね、

全協を除くというふうになっております。こちら
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が対象になります。 

  ４の手続のところでございますが、質疑を終結

せずに質疑の中で行うというようなイメージにな

っています。 

  ３項のところですが、原則として執行部は退席

をしないということであります。 

  運用等につきましては、５条のところで定めて

おりまして、基本的には今まで議論してきた内容

等を、要綱という形でまとめさせていただいたも

のです。 

  簡単ですが、説明は以上となります。 

○相馬委員長 説明が終わりました。 

  ８月３日に一度御説明をさせていただいて、各

会派にということでお願いをしたところではござ

います。 

  これについて、皆さんから御意見をいただきた

いと思いますが、いかがでしょうか。 

  ございませんか。 

〔発言する人なし〕 

○相馬委員長 ないようでしたら、先ほど事務局か

ら説明いただいたこの実施要綱で決定するという

ことでよろしいでしょうか。 

〔「はい」と言う人あり〕 

○相馬委員長 では、（案）を外していただきまし

て、これで実施要綱を、この内容で決定いたしま

す。 

  11月の全協ですか、11月の全協で報告した上で、

12月議会から実施要綱として運用するということ

で異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○相馬委員長 よろしいですか。 

  では、12月議会からこの要綱で実施するという

ことになりますので、よろしくお願いいたします。 

  ⑸は以上となります。 

  続きまして、⑹に入ります。 

  代表質問・一般質問の在り方についてというこ

とでございます。 

  12月議会の質問受付が11月９日からとなってお

りますので、本日決定をしたいと思います。 

  ９月議会では、質問のトータル時間制というこ

とで、代表質問を70分、一般質問を60分というこ

とで実施いたしました。また、１日５名というこ

とで実施いたしましたが、次の12月の定例会の在

り方について、皆さんから御意見をいただきたい

と思いますが、いかがでしょうか。 

  まず、時間制について、９月議会前に60分、70

分とかいろいろ４段階の資料があったかと思いま

すが、９月議会と同様の一般質問の時間制という

ことでいかがでしょうか。時間について。 

  田村委員。 

○田村委員 いいと思いますね、70分、60分の時間

制、妥当だと思います。 

  ただやはりどうしても、最後のぎりぎりになっ

てしまうと、どうしても執行部の方も気遣って話

さないところがあったりとか早口になってしまう

とか、その辺が解消できればいいなとは思うんだ

けれども、そこそこ難しいですか。 

○相馬委員長 おおむね時間制については。 

○田村委員 70分、60分は妥当ではないかと思いま

す。 

○相馬委員長 はい。 

  今、代表質問70分、一般質問60分が妥当ではな

いかという意見でございますが、それについて皆

さんから、ほかの委員から意見はございますか。 

  鈴木委員。 

○鈴木委員 うちでもちょっとちゃんと話合いをし

たんですけれども、テレビ番組のように、事前に

予定を立てるというのと、70分というと、どちら

もオーケー、いいだろうと思います。 

  休憩時間については若干、15分ではなくてもい
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いんじゃないかという意見もあります。でも、10

分というか、10分でいいじゃないかという意見も

ありますということだけ了解してもらえると。 

○相馬委員長 わかりました。 

  ほかの委員から何か御意見ございますか。 

  山形委員。 

○山形委員 前回、70分、60分ということで、せっ

かく１回やって、また元に戻してころころ変える

と、やっぱりまたせっかく慣れてきたのにと思っ

て、私も据え置きのままがいいと思うんですが、

最後に、先ほど田村委員が言ったように、執行部

側が最後のときに早口になってしまって、執行部

の方が今回はブーとは鳴らなかったですが、そう

いったところが何かうまい配慮があればいいのか

ななんて思うんですが、そんなことで、前回同様

引き続き同じような時間帯でいいと思います。 

○相馬委員長 分かりました。 

  ほかに、どう思いますか。 

  おおむね、９月議会の時間制で12月議会もいい

のではないかという意見でございます。代表質問

70分、一般質問を60分ということで、前回同様行

うといったことでよろしいですか。 

〔「はい」と言う人あり〕 

○相馬委員長 よろしいですか。 

  では、この時間制については、トータル時間制

で行うということにします。 

  今、鈴木委員のほうから、休憩時間のお話がご

ざいました。15分は長いのではないかという御意

見でございますが、これについてほかの委員から

御意見ございますか。 

〔発言する人なし〕 

○相馬委員長 いいですか、では、議長のほうから。 

○吉成議長 15分にした理由は、当然コロナ対策と

いうことですので、それらを皆さんがどう考える

かということだと思うんですね。 

  ですから、例えば議員の入替え制についても、

それから全て開けて開催をしているという、議場

をですね、開閉してやっているという、それらも

含めたところでの判断なのかなと思います。 

○相馬委員長 前回の議論で、換気でしたか、開け

っ放しでやるんですが、全体的な換気をするのに

15分というようなことだったので15分というふう

に、そこに当然半数入替え制ということもあった

ので、そういった休憩時間の設定をしたというと

ころでございます。 

  議員の入替え制については20日、11月の定例議

運で決定をしたいと思いますが、今日の時点では

質問の時間について、９日前に受付始まる前に決

定しておかなければならない事項ということで、

時間についてのみということになりますが、休憩

時間についてほかに意見、今、議長からそういう

ふうなアドバイスがございますが、何かほかに御

意見ございますか。 

  山形委員。 

○山形委員 前回も15分ということで、10分でもい

いのかなというふうなことありますけれども、前

回まだ那須塩原市もコロナの方が出たということ

で、もう少し様子を見ながら考えると、15分で換

気が足りるということであれば前回同様15分で、

これがまた落ち着いてくれば、時間に関してはま

た協議してもいいのかなというふうに。 

○相馬委員長 15分が適当ではないかという今の御

意見と、もう一度ほかに、では、鈴木委員。 

○鈴木委員 議長の話と合わせるんですけれども、

70分、60分の件は多分同じだと思うので、そうじ

ゃない部分の半数入替えというのも、原則皆さん

納得していないと思うので、それは戻したほうが

いいという理想の上で、10分がいいのか15分がい

いのかも、コロナの情勢を見据え、考えることだ

と思うんですが、10分に戻したほうがいいとは思
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うんですけれども、それについては。だから、コ

ロナの状況が、感染者が出ている間は15分という

流れでいいんじゃないかと思いますが。 

○相馬委員長 分かりました。 

  休憩時間については、先ほどの入替え制と、そ

れから換気の関係、コロナのことを考えまして、

11月20日の議運で決定はしたいというふうに思い

ます。 

  もう一点、受付が始まったときに順番を抽選で

やっていたわけでございますが、１日の質問者を

５人ということで前回やったんですが、１日の質

問者を前回同様５人でよろしいか、御意見を賜り

たいと思いますがいかがでしょう。 

  副委員長。 

○齊藤副委員長 一般質問の時間が決まったので、

インターネットのアクセス数見たんですけれども、

一番最後の５番目の人のときはアクセスがほとん

どなくなっちゃうんです。なので、そこで考える

とかわいそうかなと。時間がいつもどおりやって

いる人がいるんですけれども、いつもで４番目の

人が５時とか４時過ぎちゃうともう視聴者がいな

いみたいなイメージはあったので、そういったと

ころも考えるかどうか。大した質問ではない人だ

ったら別に良いと思うんですけれども……失礼い

たしました。 

  内容にもよるんですけれども、視聴率の問題が

ございますので、だから、４人でやっていけば早

い時間には終了するけれども、そこまでアクセス

が多いというところは傍聴環境としても、ただこ

なす質問ではなくて、日程はかかるけれどもちゃ

んと時間内で終わらせるというのはいいのかなと

思います。みんな実のある質問を。 

○相馬委員長 今、副委員長から出た状況なんです

が、事務局でどんなすぐデータは発表できますか。 

  鈴木委員。 

○鈴木委員 副委員長の言っているのはちょっと見

たいんですけれども、４日なら４日間を、全部同

じような傾向にあるということは間違いないです

ね。 

○齊藤副委員長 今それを渡してもらえれば、それ

見てもらうと、大体こういう波になっていますけ

れども。 

○鈴木委員 抽選で最後になるのは仕方ないにして

も、４時間目までにしたほうがいいということで

すね。 

○齊藤副委員長 そうですね、４時間目まで。 

  だから、３時ちょっとで終わりじゃないですか。

ただ、それがちょっと早いと思うかどうかは。 

○相馬委員長 田村委員。 

○田村委員 職員なり執行部なりから、５人にした

ことによる何かそんな意見みたいなのというのは、

耳に入ってきてはいますか。 

○相馬委員長 では、事務局のほうで何かあります

か。 

○小平課長 １日５人までできて早く終わっていい

というような、そういう素朴な内容ではちょっと

聞いています。 

○相馬委員長 ありがとうございました。 

  今すみません、もう一度データ送ってもらって

いいですか。見てなかった。 

○齊藤副委員長 上の段が今年です。下の段は去年。 

  16時のところが、７、８、９で30人、26、28と

いう感じです。途中で減っているところもあるん

ですけれども。お昼は仕方ないということですね。 

○鈴木委員 どういう人が見ているんだろうね。 

○相馬委員長 それは分からないです。 

○鈴木委員 ほとんどが職員だったりして。 

○齊藤副委員長 職員さんもあると思います。 

○相馬委員長 これを踏まえて、今、副委員長のほ

うから、１日４人という御意見がございますが、
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これについて皆さんから何か御意見ございますか。 

  中里委員。 

○中里委員 今データ出してもらって明らかになっ

たことは、やはり夕方４時以降には大体半分以下

ぐらいになってしまうというところで、15時ぐら

いまでは大体ちょっと維持できているようなとこ

ろですね。16時以降は減り始めるというようなと

ころで、やはり傍聴環境の整備というところで５

人というふうにやってみましたが、これで一応数

字が明らかになったので、一度５人からちょっと

４人に変えて、この中でもう一度集計というか数

字を見てみてどのようになるのか、これを見てみ

る必要はちょっとあるのかなというふうには思い

ました。 

  以上です。 

○相馬委員長 今、中里委員のほうから、やはり１

日４人でという御意見でございますが、ほかに御

意見ございますか。 

〔発言する人なし〕 

○相馬委員長 なければ。 

○鈴木委員 １時15分から…… 

○相馬委員長 16時45分ぐらいで、２時半で３時半

で、3時45分から４時45分と。 

○鈴木委員 45分だね。 

○相馬委員長 はい。 

○鈴木委員 これ、９時台が多いというのはどうい

うこと。 

○相馬委員長 アクセス数が殺到しているんじゃな

いですか。 

  事務局分かりますか。 

○鎌田書記 このアクセス数なんですが、例えば10

時前の９時の段階でインターネットにアクセスし

た段階で、もうカウントされてしまうので、９時

10時と見ていれば、９、10両方にアクセス数とし

てカウントされるというような仕方ですね。 

○相馬委員長 今、１日４人でという御意見が多い

ようですが、いかがですか。 

〔「ちょっと聞いていいですか、質問」と

言う人あり〕 

○相馬委員長 田村委員。 

○田村委員 ４時にアクセスが少ないということだ

けれども、今の話だと、では、３時そのままずっ

と最後まで視聴した人は、４時台でもしていると

いう意味でいいんですか。 

○鎌田書記 そうですね、４時台も、３時台に例え

ばアクセスして４時台まで見ていれば、３時、４

時両方にもカウントされていますので。 

○田村委員 だから、そうであれば、じゃ、４時台

に見ている人が少ないということにはならないと

いうこと。 

○齊藤副委員長 でも、実質下がっていますよね、

30、26、28と。消しちゃうんですよね、多分。４

時にはもう見ていないということ。３時45分です

から、一番最後の人。だから、３時45分の人のテ

ーマ次第では、もう視聴者じゃなくなっていると

いうことだと思うんですけれども。あとは、つけ

っ放しで流している、流しっ放しかと。 

  別に、言ったとおりどっちでもいいんですけれ

ども、ただこれ見てもらうと少ないんじゃないの

かなと思っただけです。 

○相馬委員長 中里委員。 

○中里委員 これ４時とかぐらいまで残っているの、

前回、議員さんって半分が入替え制でタブレット

で見ていてアクセスしていたと思うので、多分そ

の数字も含まれているんだと思うんですよね。 

○相馬委員長 そちらも入っている。 

○小平議事課長 はい。 

○中里委員 だと思うんですよね、あらかたという

かほとんどが。もっと多分数名とか、そういうふ

うな状況になっちゃう。 
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○鈴木委員 切って入れたり何回もしたら、それは

２回、２人になっちゃうわけ。同じ人が切りまし

た、また入れましたと。 

○鎌田書記 アクセスすればカウントされるので、

例えば４時台に１回抜けて、もう一回アクセスす

れば、もう一度カウントになるのかなと。 

○鈴木委員 なるほどね。じゃ、これは誰が見てい

るのかは、そういうところも考えであるのか。 

○相馬委員長 今、このデータだけ見てということ

であれば、やっぱり５番目の方は、インターネッ

トの視聴はあまりされていないというところなの

かなというところになりますと、やはり５番目の

くじはあまりいいくじではなかったかなというと

ころになってしまいますので。 

 いずれにしても、今４人ではと言う意見でござ

いますが、どういたしましょうか。 

  執行部のほうは５人のほうが望ましいような、

事務局からのお話もありましたが。 

  今、中里委員が言われたように、12月議会につ

いてはトータル時間制の１日４人ということをや

ってみるという今、御意見でございましたが、そ

ういったところでよろしいでしょうか。 

〔「いいと思います」と言う人あり〕 

○相馬委員長 大丈夫ですか。 

〔「やっていいんじゃないですか」「12月

ですよね」と言う人あり〕 

○相馬委員長 はい。 

  それでは、時間制の内容について、それから１

日の質問者の人数について、今、決定したとおり

で取り扱うということで異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○相馬委員長 では、そのように事務局のほうには

お願いいたします。 

  これについて、ほかに決めることございますか、

今日の時点では。 

  では、係長。 

○佐々木議事調査係長 順番のくじも同じでいいか

どうか、御決定いただければ。 

○相馬委員長 くじの引き方ということですか。 

○佐々木議事調査係長 前回、１日ごとで１２３４

ないし５６７というところで引いていただいたん

ですが、そういう順番を今回も12月も踏襲するか

どうかというところです。 

○相馬委員長 順番のくじについては、９月と同様

でよろしいでしょうか。 

〔「１点聞いてですか」と言う人あり〕 

○相馬委員長 では。 

○齊藤副委員長 すみません、時間なくなっちゃう

ので。 

  議員さんによって、何番残っているんだという

方はいらっしゃいますか。これは別に、いたかい

ないかだけ教えてもらえればいいんですけれども。 

〔「来たら聞くからね」と言う人あり〕 

○齊藤副委員長 そう。それで調整で待ったりしち

ゃった方がいらっしゃったかどうかだけ。一応懸

念をしていた…… 

○相馬委員長 課長。 

○小平議事課長 何番空いているのというのは確認

はありましたが、それによって出すのちょっと控

えようかとか、そういった声はございませんでし

た。 

○齊藤副委員長 分かりました。すみません、ちょ

っとそれが聞きたかったですので。 

○相馬委員長 それでは、質問順番についての抽選

については、９月同様ということでよろしいです

か。 

〔「はい」と言う人あり〕 

○相馬委員長 では、そのように取り扱います。 

  これで大丈夫ですか。はい。 

  以上で、⑹については終了とさせていただきま
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す。 

  続きまして、⑺陳情等の取扱いの方向性につい

てに入ります。 

  資料がございますので、資料について事務局か

ら説明をお願いいたします。 

  係長。 

○佐々木議事調査係長 それでは、今年度の議会運

営委員会の取組事項にあります請願・陳情の関係

ですね、こちらについて、請願・陳情自体は…… 

○相馬委員長 大丈夫ですか。みんな開いています。 

○佐々木議事調査係長 すみません。 

  請願・陳情につきましては、制度としてはあり

ますので、あとは本市議会として運用をどうする

かというところなんですが、現状の再確認と、あ

とどういったところを決めていくかという論点的

なところを、事務局で資料としてまとめさせてい

ただきましたので、そちらについて御説明をさせ

ていただきます。 

  まず現状でございますが、請願と陳情の定義で

ございますけれども、まず請願につきましては、

請願の趣旨、提出年月日、請願者の住所及び氏名

並びに押印を備え、紹介議員の署名または記名、

押印があるもの、これが請願とされています。憲

法、それから法律に基づく国民の権利であります

ので、議会として請願を受ける義務があるもので

す。 

  ですが、受け取るまでが義務なので、採択の義

務はないというふうにされています。 

  陳情につきましては、形式的には請願と同じで

すが、紹介議員がないもの、こちらにつきまして

は陳情というふうにされています。名前は陳情書

でなくても、形として陳情になっているものは陳

情と取り扱うということにされています。 

  先例でございますが、議会運営委員会の３日前

までに受理したものを、会期中の委員会に付託し、

審査をするということになっています。郵送等で

提出されたものは全て議長預かり。それから、議

員は提出者になれない。所管委員会の所管事項に

関する請願の紹介議員になれないという先例がご

ざいます。 

  続きまして、論点のところでございますが、ま

ず１点目、持参された陳情等の取扱いですね。い

ろんなものがありますが、そういったものについ

て全て会議に上程し、審査を行うかどうかですね。 

  例えば、単なる誹謗中傷にとどまるものや名誉

棄損のおそれがあるもの、基本的人権や公序良俗

に反するものですね。それから、他人の個人情報

や秘密に関する事項が含まれるもの。あとは、請

願の願意が既に達成され、あるいは達成されるこ

とが既に明らかなもの。過去に提出されたものと

全く同じもの。要望書として提出されたものであ

って、提出者が議会での採択等を望んでいないけ

れども、形としては陳情の形式を備えるもの。そ

れから、陳情の内容が明らかに市議会に関係のな

いもの。こういったものについても、形式を備え

ていれば委員会付託等を行うかどうかというとこ

ろです。 

  ２点目ですが、郵送等で提出されたものについ

ては、現在、議長預かりの運用としておりますが、

こういった陳情等について、どのタイミングで、

どういう形で議員に情報を提供するかというとこ

ろのルールみたいな決めの部分ございます。 

  ３点目、提出期限の例外でございますが、提出

期限、先ほど先例にありますとおり、定例議運の

３日前が提出期限となっておりますが、それを過

ぎたものであって、その趣旨を踏まえれば議会と

してタイムリーな対応が必要と思われるもの、こ

ういったものを追加で上程をしたり、あるいはそ

のために臨時会で審査をしたりというような例外

を設けるか、現状のままとするか、そういうとこ
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ろでございます。 

  ４点目、個人情報の取扱いでございますが、現

在、議案書や市のウェブサイトに掲載する審議結

果一覧において、提出者の住所氏名を公表してお

りますが、個人情報の観点から、この辺の運用は

変更するかどうかというところでございます。 

  それから５点目でございますが、請願・陳情提

出者の意見陳述機会の付与でございます。 

  議会基本条例、それから取組執行計画の中で、

請願・陳情の提出者の意見を聞く機会を設けるよ

うな努力義務がありますので、その仕組みをどう

つくっていくかというところです。 

  まず意見を聞く場としましては委員会で聞く、

あるいはそれ以外ということも考えております。 

  意見陳述の時間制限、何分にするというのも、

ある程度事前に定めておく必要があるかなと。 

  意見を聴取する仕組みとして、参考人として呼

ぶのか、任意で来ていただくのか。それから日程

調整の部分ですね。 

  あとは、執行部が同席した形で意見陳述の機会

を与えているような議会もあるというふうに聞い

ておりますので、その辺の出席の有無。 

  それから、一定の陳情について、意見陳述の機

会を設けない、そういった運用をするかどうかで

すね。先ほど、⑴のところで例示をしましたよう

なものについて、やはりもう一回審査はするけれ

ども、意見陳述の機会は与えないとか、そういう

ケースもあるのかなというところでございます。 

  ６点目といたしましては、運用とか宣伝につい

て見直す点があるのかどうか。 

  この辺を論点として整理ができましたら、運用

等についてまとめられるかなというふうに考えて

おります。 

  説明につきましては以上です。 

○相馬委員長 ありがとうございます。 

  内容説明について、質疑はございますか。 

  ないようでしたら……田村委員。 

○田村委員 ２の論点の⑷の個人情報の取扱いのと

ころなんですけれども、これは他の自治体はおお

むねどういう傾向にあるのか、分かれば教えてほ

しいんですけれども。 

○相馬委員長 大丈夫ですか。 

  係長。 

○佐々木議事調査係長 私の見た範囲でという形で、

ちょっと統計的は取っていないんですが、まず住

所につきましては、那須塩原市の場合には那須塩

原市どこどこ何番幾つまで全部載っていたりする

んですが、那須塩原市何々町までで止めてあった

りとか、市外としてしか書いていないというふう

に、ある程度ぼかしているところというのが比較

的多くありました。 

  あと、氏名につきましては、住所をぼかした上

で氏名を掲載しているケース、そのほかに、個人

あるいは団体、法人みたいなですね、そういった

氏名も省略しているというケースもありました。 

  以上です。 

○相馬委員長 よろしいですか。 

  ほかに質疑はございますか。 

  山形委員。 

○山形委員 論点の⑴の１２３４５ですね、要望書

として提出されたものであってということで、こ

の間、全議員にああいうふうなことがあったんで

すけれども、そういうことのないようにですか。 

○相馬委員長 係長。 

○佐々木議事調査係長 まさに、そういった要望書

が提出されて、提出者としては陳情として出して

いるという意識はないというケースがあるかなと

思うんですね。 

  ただ、事務局としましては、形式として陳情の

様式を備えているということであれば上程を検討
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しなければいけないというところもございますの

で、そういったものを想定いただければと思いま

す。 

○相馬委員長 ほかに質疑ございますか。 

〔発言する人なし〕 

○相馬委員長 なければ、この内容について各会派

で持ち帰りいただき、協議をしていただきたいと

思います。 

  論点の各項目について、次回ではございません

が決定を見ていきたいというふうに思いますので、

各会派の持ち帰りということでお願いをいたしま

す。 

〔「委員長」と言う人あり〕 

○相馬委員長 局長。 

○増田事務局長 たしか私の記憶では28年だったか

と思うんですけれども…… 

○相馬委員長 28年、平成。 

○増田事務局長 平成28年に、議会運営委員会の場

で決定というか、那須塩原市議会としての取決め

を行ったんだと思うんですけれども、一部採択や

趣旨採択はこれから行わないというようなことを

決定した経緯があると思いますけれども、これか

らまた来年改選を迎えるに当たって、その辺につ

いても併せて、今だと採択と継続審査と不採択だ

けでしたよね、たしか。引き続き同じような形で

いいのかどうかというのも、これから運用する中

で御決定いただければというふうに考えています

が、いかがでしょうか。 

○相馬委員長 分かりました。 

  これにつきましては、現在、議会活性化特別委

員会のほうで通年議会の議論をしておりまして、

陳情等の取扱い等についてもその中に入ってくる

ということになりますので、例えば継続審査とな

った場合の継続の仕方であるとか、そういったと

ころは、今後具体的な運用の中で取決めはしてい

かなければならないのかなというふうには考える

ところでございますが、それを踏まえて、今年度

中にこの陳情・請願の取扱いに関する内容につい

ては決定していきたいというふうには考えてござ

います。 

  よろしいでしょうか。はい。 

  なければ、⑺については終了ということでよろ

しいでしょうか。 

〔「はい」と言う人あり〕 

○相馬委員長 各会派に持ち帰りということでお願

いをいたします。 

  続きまして、⑻に入ります。議会モニターの声

の取扱いについてに入ります。 

  まず、資料をこれ入っていますか。 

〔「入っています」と言う人あり〕 

○相馬委員長 資料を御覧ください。 

  ９月定例会において、議会モニターからこのよ

うな御意見をいただいております。現状で、モニ

ター会議を開催するというのが難しい状況でござ

います。 

  この御意見の中に、議会運営委員会に関わる項

目の回答がございます。モニター会議が現状で年

内に開催するのが難しいという状況でございます

ので、書面にて回答を行いたいというふうに思い

ますが、いかがでしょうか。 

  よろしいでしょうか。よろしいですか。 

〔「はい」と言う人あり〕 

○相馬委員長 その回答の内容につきましては、正

副委員長で作成しまして、次回提示させていただ

くということでいかがでしょうか。 

  よろしいですか。 

〔「はい」と言う人あり〕 

○相馬委員長 項目としては、何ページからでした

か。 

〔「議会の傍聴」と言う人あり〕 
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○相馬委員長 傍聴から、そうですね、傍聴環境の

整備、それについて委員会でもそうですし、議会

中継等、議会運営委員会に関わる御意見等がござ

いますので、それについて、回答する内容につい

ては正副委員長でちょっと作成させていただいて、

次回に提示して、今回は書面による回答というこ

とにさせていただきたいと思いますが、よろしい

でしょうか。よろしいですか。 

〔「はい」と言う人あり〕 

○相馬委員長 では、⑻についてはそのように取扱

いをさせていただきたいと思います。 

  以上で、⑻は終了いたします。 

  続きまして、⑼市民アンケートについてに入り

ます。 

  広聴広報特別委員会において、第２回目の市民

アンケートを実施いたします。 

  資料を御覧いただければと思います。 

  今回のアンケートについては、若干具体的な内

容に入っておりますので、取組の説明を加えた上

でアンケートを行うという内容になっております。 

  これについて、今アンケートの内容になって、

広聴広報特別委員会のほうで作成していただきま

したアンケートになります。これについて質疑は

ございますか。 

〔発言する人なし〕 

○相馬委員長 なければ、皆さんから御意見はござ

いますか。 

  よろしいですか。 

〔「はい」と言う人あり〕 

○相馬委員長 なければこの内容で、今後、広聴広

報特別委員会のほうで実施していただくというこ

とでよろしいでしょうか。 

  よろしいですか。 

〔「はい」と言う人あり〕 

○相馬委員長 では、市民アンケートについては、

今後日程等を調整していただき、広聴広報特別委

員会で実施していただきたいということでお願い

をいたします。 

  以上で、⑼については終了となりますが、よろ

しいですか。 

  副委員長。 

○齊藤副委員長 このアンケートなんですけれども、

先ほど皆さんで評価をしていたときの項目見ても

らって、アンケート、アンケートっていっぱいあ

ったじゃないですか、ピンクのところにありまし

たよね。あれを叶えようとしてアンケートすると、

物すごいページになっちゃって、しかもこれ抜粋

なので、もう来年度の評価のときにアンケートし

ていないとなっちゃうと、また案分でＢとかＣに

下がっちゃうというところが危惧されていて、し

かも市民の方に２枚もあったら多分やってくれな

いだろうというところもあるので、そこだけちょ

っとお含みいただいて、まだ１回も聞けずにアン

ケートが終わってしまうところもあるというのだ

け、これでも結構、委員長と相談して作成したほ

うなんですけれども、そこだけちょっと御理解い

ただければと思います。 

  以上です。 

○相馬委員長 ありがとうございます。 

  この内容についてはよろしいですか。 

〔「はい」と言う人あり〕 

○相馬委員長 それでは、この内容で市民アンケー

トを、今年度の分を実施していただくようにお願

いをいたします。 

  続きまして、⑽その他に入ります。 

  すみません、私のほうからまず、その他として

ですが、宇都宮大学とのパートナーシップに関わ

る協議について、事務局から説明をお願いいたし

ます。 

  係長。 
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○佐々木議事調査係長 宇都宮大学とのパートナー

シップにつきましては、９月の時点でエントリー

はいたしまして、現時点で大学側から打合せをし

たいというような話をいただいております。 

  まず、事務局のほうで打合せ会をさせていただ

きまして、内容等につきましては、その都度正副

委員長、それから委員会のほうに御報告をさせて

いただきたいと思っております。 

  以上です。 

○相馬委員長 事務局でまず打合せをしていただく

ということでございますので、よろしくお願いを

いたします。 

  続きまして、２点目になります。 

  人事院勧告による期末手当の減について、これ

についても事務局から説明をお願いいたします。 

  係長。 

○佐々木議事調査係長 先日、人事院勧告が出され

まして、期末手当につきまして0.05月の減という

勧告がなされております。執行部におきましても、

職員の手当削減等の条例を出すというふうに聞い

ております。 

  今回は手当に関するところですので、手当の基

準日となります12月１日以前に改正条例が成立し

ている必要がありますので、今回の12月議会の初

日に、議員報酬につきましても下げるということ

であれば出す必要があるかなというふうに考えて

おります。 

  今回は、人事院勧告に伴う定例的な変更という

ところもございますので、まだちょっと詳細な情

報は来ていないんですが、人事院勧告に沿って

0.05月の減をするということで、議員発議によっ

て12月議会にかける方向で進めていくように、ち

ょっと事務局としては準備をしたいと考えており

ますが、そのような方向でよろしいかどうか、方

向性をお聞きできればと思います。 

○相馬委員長 今、係長から説明がありました。 

  期末手当の人事院勧告による減ということで、

今までは増というところにつきましては、執行部

の議案のみで通していたというところでなってお

ります。 

  今回減ということで、議会は議会としての発議

で条例改正の決定をするということで行ってくだ

さいというような趣旨だろうというふうに思いま

すので、議会の発議ということで取り扱うという

ことでいかがでしょうか。皆さんから御意見を伺

います。 

  よろしいですか。 

〔「はい」と言う人あり〕 

○相馬委員長 では、議員発議ということで、12月

議会初日に発議で即決議案といたします。 

  続いて、３点目になります。 

  議会経費の当初予算の要求について、これにつ

いても事務局から説明をお願いいたします。 

  係長。 

○佐々木議事調査係長 令和３年度の予算編成の時

期となっておりまして、議会経費の要求を上げる

時期となっております。 

  経常的にかかる経費につきましては、事務局の

ほうで把握しているものがございますので、こち

らにつきましては要求をしていきたいというふう

に考えておりますが、委員会等で特別に来年度予

算でこういうものを要求したいというものがある

可能性もございますので、この後サイボウズで各

議員にこういった形で、もし何か御要望があれば、

委員長を通して提出いただきたいという旨のもの

を流させていただいて、それを踏まえて要求をさ

せていただきたいと思います。 

  全体的に、今回コロナの絡みもございまして、

税収の減ですとか、あるいはコロナ対策費の増と

いうところで、予算編成方針もまだ具体的に示さ
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れていませんが、全体的に１割減ぐらいで考えて

ほしいというような話もいただいておりますので、

議会費もかなり厳しいというような状況は予想さ

れております。 

  そういったところを踏まえて、一旦各委員会の

意見をそういった形でお聞きした上で要求すると

いう方向で考えておりますので、よろしくお願い

いたします。 

○相馬委員長 説明が終わりましたが、委員から質

疑はございますか。 

〔発言する人なし〕 

○相馬委員長 よろしいですか。 

  なければ、事務局のほうで説明のとおり取り扱

っていただくようお願いいたします。 

  すみません、私のほうからもう一点だけ。 

  ちょっとこれは私の会派のほうからちょっと要

望で、議会運営委員会で諮ってほしいというふう

に言われた点がございます。 

  それは、予算執行計画書、予算書と予算執行計

画書がサイドブックスに載っているわけでござい

ますが、執行計画書のページが全部、そのページ

の下に書いてあるんですね。そうすると、そのペ

ージが上にずらさないとタブレットで見えない。

ページの数字がそのページの上のほうに書いてあ

れば一発で見えるので、そう変更してもらえるよ

う、執行部のほうに議会運営委員会として要望し

てほしいという意見をいただいておりますので、

そういうふうな要望を執行部にしていくというこ

とで、皆さんよろしいでしょうか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○相馬委員長 見やすいようにするというところで、

技術的にはどうも、聞いた話では、現時点では技

術的にも別段問題はないというふうには聞いては

いるんですが、個人的な要望ではなく、議会運営

委員会として要望してほしいというようなことで

言われたというようなことでございますので、議

会運営委員会からそうした要望を執行部のほうに、

12月議会から補正予算の執行計画書、それから予

算書等、ページ数を、タブレットの件であれなん

ですが、タブレットでまず見やすいところに移動

してもらいたいということで要望したいと思いま

すが、よろしいでしょうか。 

〔「全協は上に来ているんですよね」と言

う人あり〕 

○相馬委員長 全協の資料は全部上にいっています。

あとは、予算書と予算執行計画書のページを上に

持っていってもらえればということで、個人的な

要望ではなく議会運営委員会から要望してくださ

いというふうな執行部の話でございますので、議

会運営委員会として要望していくということで皆

さんにお願いしたいと思いますので、よろしいで

しょうか。 

〔「はい」と言う人あり〕 

○相馬委員長 では、そのようにさせていただきた

いと思います。 

  私からは以上でございます。 

  委員の皆様から何かございますか。その他とし

て何かございますか。 

〔発言する人なし〕 

○相馬委員長 ないようでしたら、次回の開催日で

ございますが、すみません、11月の日程上、いろ

いろ調整をさせていただきましたが、11月５日し

かないというところでございますので、11月５日

の午後１時半ということにさせていただければと

思いますが、皆さんよろしいでしょうか。 

〔「はい」と言う人あり〕 

○相馬委員長 よろしいですか。 

  では、次回、11月５日午後１時半からの開会と

いうふうにさせていただきます。 

  その他として、事務局から何かございますか。 
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〔「ありません」と言う人あり〕 

○相馬委員長 よろしいですか。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎散会の宣告 

○相馬委員長 それでは、なければ、以上で本日の

議会運営委員会を閉会といたします。 

  大変お疲れさまでございました。 

  この後、日本生産性本部の職員から説明をいた

だきたいと思いますので、よろしくお願いをいた

します。 

  お疲れさまでした。 

 

散会 午後 ３時４９分 
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